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港
湾
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

港
湾
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
四
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緊
急
確
保
航
路
）

第
十
七
条
の
十

法
第
五
十
五
条
の
三
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
確
保
航
路
の

区
域
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と
す
る
。

（
職
権
の
委
任
）

（
職
権
の
委
任
）

第
二
十
二
条

次
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海

第
二
十
二
条

次
に
掲
げ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海

道
開
発
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

道
開
発
局
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
章
、
第
五
十
五
条
の
三
の
三
、
第
五
十
五
条
の
三
の
四
及
び
第
五
十

一

法
第
六
章
及
び
第
五
十
六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
（

六
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
（
企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭

企
業
合
理
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定

和
二
十
七
年
法
律
第
五
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
港
湾
工
事
に
係

に
基
づ
く
港
湾
工
事
に
係
る
処
分
に
よ
り
納
付
す
べ
き
負
担
金
に
係
る
も
の
を

る
処
分
に
よ
り
納
付
す
べ
き
負
担
金
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

別
表
第
二
（
第
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一

東
京
湾
中
央
航
路

一

中
ノ
瀬
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に

(1)

(24)

(1)

(9)

掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
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川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
九
分
四
一
秒
東
経
一

第
二
海
堡
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
八
分
四
十
二
秒
東
経
一
三
九
度
四

(1)

(1)

三
九
度
四
六
分
五
九
秒
）
か
ら
八
〇
度
三
〇
分
六
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル

四
分
二
九
秒
）
か
ら
一
一
度
一
五
分
一
一
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
七
度
三
〇
分
一
一
、
四
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(2)

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九
九
度
八
、
九
○
〇
メ
ー
ト
ル
の

点

(2)
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
〇
度
三
、
八
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(3)

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
二
三
度
七
、
六
八
〇
メ
ー
ト
ル

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
五
一
度
七
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(3)

(4)

の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
七
一
度
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(5)

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
二
分
三
七
秒
東
経
一
三

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
六
六
度
一
五
分
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(4)

(6)

九
度
五
一
分
四
〇
秒
）
か
ら
五
度
一
五
分
五
、
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
二
〇
度
二
、
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(7)

点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
〇
度
四
、
〇
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(8)

木
更
津
港
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
二
九
二
度
三
○
分
五
、
一
○
〇
メ
ー

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
三
度
三
〇
分
一
一
、
〇
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(5)

(9)

ト
ル
の
地
点

点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
八
分
五
一
秒
東
経
一

(6)
三
九
度
四
五
分
三
秒
）
か
ら
一
六
四
度
八
、
六
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
八
分
四
二
秒
東
経
一
三
九
度
四
四

(7)
分
二
九
秒
）
か
ら
一
〇
度
三
、
八
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
五
一
度
七
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(8)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
七
一
度
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(9)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
六
六
度
一
五
分
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(10)

観
音
埼
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
五
分
二
二
秒
東
経
一
三
九
度
四
四
分

(11)
四
三
秒
）
か
ら
九
〇
度
三
、
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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海
獺
島
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
二
分
四
三
秒
東
経
一
三
九
度
四
四
分

(12)
七
秒
）
か
ら
九
〇
度
四
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
獺
島
灯
台
か
ら
九
〇
度
二
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(13)

観
音
埼
灯
台
か
ら
九
〇
度
一
、
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(14)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
七
九
度
四
五
分
二
、
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(15)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
八
六
度
三
〇
分
三
、
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(16)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
九
七
度
二
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(17)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
九
〇
度
三
〇
分
二
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(18)
点

横
須
賀
港
東
北
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
九
分
九
秒
東
経
一

(19)
三
九
度
四
〇
分
三
一
秒
）
か
ら
六
一
度
三
〇
分
二
、
八
二
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

横
浜
金
沢
木
材
ふ
と
う
東
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
二
分
四
三

(20)
秒
東
経
一
三
九
度
三
九
分
三
○
秒
）
か
ら
七
五
度
一
五
分
三
、
六
五
〇

メ
ー
ト
ル
の
地
点

横
浜
本
牧
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
六
分
三
六
秒
東
経
一
三
九

(21)
度
四
一
分
二
一
秒
）
か
ら
一
五
四
度
四
五
分
四
、
二
一
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点横

浜
本
牧
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
四
九
度
四
、
〇
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(22)
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点
横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
七
分
二
四
秒
東
経
一
三

(23)
九
度
四
二
分
二
五
秒
）
か
ら
一
三
八
度
一
五
分
四
、
五
〇
○
メ
ー
ト
ル

の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
一
七
度
三
〇
分
四
、
〇
四
〇
メ

(24)
ー
ト
ル
の
地
点

二

浦
賀
水
道
航
路

（
削
除
）

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に

(1)

(11)

掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
二
〇
度
二
、
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(1)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
二
八
〇
度
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(2)

観
音
埼
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
五
分
二
二
秒
東
経
一
三
九
度
四
四
分

(3)
四
三
秒
）
か
ら
九
〇
度
三
、
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
獺
島
灯
台
（
北
緯
三
五
度
一
二
分
四
三
秒
東
経
一
三
九
度
四
四
分

(4)
七
秒
）
か
ら
九
〇
度
四
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

海
獺
島
灯
台
か
ら
九
〇
度
二
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(5)

観
音
埼
灯
台
か
ら
九
〇
度
一
、
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(6)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
七
九
度
四
五
分
二
、
八
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(7)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
八
六
度
三
〇
分
三
、
一
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(8)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
九
七
度
二
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(9)
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第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
九
〇
度
三
〇
分
二
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(10)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
三
〇
〇
度
三
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(11)

二
～
十
五
（
略
）

三
～
十
六
（
略
）

別
表
第
五
（
第
十
七
条
の
十
関
係
）

一

東
京
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る

(1)

(13)

(1)

地
点
と

に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、

か

(13)

(14)

ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

(20)

(14)

に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、

か
ら

ま

(20)

(21)

(26)

で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に
掲

(21)

(26)

げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、

か
ら

ま
で
に
掲

(27)

(30)

げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に
掲
げ
る
地

(27)

(30)

点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
、

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地

(31)

(34)

点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に
掲
げ
る
地
点
と
を

(31)

(34)

結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
点

(35)

(37)

を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に
掲
げ
る
地
点
と
を
結

(35)

(37)

ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

東
京
東
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
五
度
三
六
分
四
三
秒
東
経
一
三
九
度

(1)
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四
九
分
四
一
秒
）
か
ら
一
三
〇
度
一
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

東
京
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
四
二
度
三
○
分
二
、
二
九
○
メ
ー
ト
ル

(2)
の
地
点

東
京
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
五
六
度
四
五
分
八
、
二
九
○
メ
ー
ト
ル

(3)
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
七
一
度
四
五
分
八
、
三
六
○
メ
ー

(4)
ト
ル
の
地
点

東
京
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
二
一
度
三
〇
分
一
一
、
一
六
〇
メ
ー
ト

(5)
ル
の
地
点

東
京
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
四
二
度
一
五
分
一
四
、
二
六
〇
メ
ー
ト

(6)
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九
九
度
八
、
九
○
○
メ
ー
ト
ル
の

(7)
地
点川

崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
八
○
度
三
○
分
六
、
○
三
○
メ
ー

(8)
ト
ル
の
地
点

東
京
中
央
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
五
度
三
六
分
三
六
秒
東
経
一
三

(9)
九
度
四
九
分
二
八
秒
）
か
ら
一
七
○
度
四
五
分
六
、
六
四
○
メ
ー
ト
ル

の
地
点

東
京
中
央
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
五
度
三
五
分
三
三
秒
東
経
一
三

(10)
九
度
四
七
分
二
六
秒
）
か
ら
一
三
九
度
三
〇
分
五
、
四
六
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点
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東
京
中
央
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
七
二
度
三
○
分
五
、
四
二
〇
メ
ー

(11)
ト
ル
の
地
点

東
京
中
央
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
六
三
度
一
五
分
六
、
五
四
○
メ
ー

(12)
ト
ル
の
地
点

東
京
中
央
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
五
八
度
四
五
分
二
、
九
五
〇
メ
ー

(13)
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
○
二
度
一
五
分
二
、
七
七
〇
メ

(14)
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
一
七
度
三
○
分
四
、
○
四
○
メ

(15)
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
三
八
度
三
、
六
六
○
メ
ー
ト
ル

(16)
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
三
○
度
二
、
三
六
○
メ
ー
ト
ル

(17)
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
六
二
度
一
五
分
三
、
八
七
○
メ

(18)
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
七
六
度
四
五
分
四
、
四
〇
○
メ

(19)
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
五
二
度
三
〇
分
二
、
一
二
〇
メ

(20)
ー
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
七
一
度
二
、
三
七
〇
メ
ー
ト
ル

(21)
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の
地
点

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
二
五
度
四
、
六
九
○
メ
ー
ト
ル
の

(22)
地
点横

浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
三
八
度
一
五
分
四
、
五
〇
○
メ
ー

(23)
ト
ル
の
地
点

横
浜
本
牧
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
四
九
度
四
、
○
四
○
メ
ー
ト
ル
の
地

(24)
点

横
浜
大
黒
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
一
二
二
度
一
五
分
三
、
四
七
〇
メ
ー

(25)
ト
ル
の
地
点

川
崎
東
扇
島
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
五
六
度
四
五
分
二
、
七
〇
〇
メ

(26)
ー
ト
ル
の
地
点

木
更
津
港
富
津
西
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
五
度
二
○
分
四
秒
東
経
一

(27)
三
九
度
四
九
分
一
六
秒
）
か
ら
三
一
八
度
一
五
分
六
、
五
三
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

木
更
津
港
富
津
西
防
波
堤
灯
台
か
ら
三
一
七
度
一
五
分
五
、
八
一
○

(28)
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
四
度
四
五
分
六
、
四
七
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(29)

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
一
五
度
三
〇
分
七
、
三
五
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(30)

横
須
賀
港
東
北
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
九
九
度
一
五
分
二
、
八
一
○
メ

(31)
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
二
七
八
度
三
○
分
二
、
二
八
○
メ
ー
ト
ル
の
地

(32)
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点
第
二
海
堡
灯
台
か
ら
二
○
○
度
三
○
分
二
、
○
一
○
メ
ー
ト
ル
の
地

(33)
点

第
二
海
堡
灯
台
か
ら
二
一
九
度
二
、
五
三
○
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(34)

横
浜
金
沢
木
材
ふ
と
う
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
七
五
度
一
五
分
三
、
六

(35)
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

横
須
賀
港
東
北
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
五
六
度
一
五
分
二
、
九
五
○
メ

(36)
ー
ト
ル
の
地
点

横
浜
金
沢
木
材
ふ
と
う
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
一
〇
度
四
五
分
二
、

(37)
八
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二

伊
勢
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る

(1)

(6)

(1)

地
点
と

に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に

(6)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地

(7)

(43)

(7)

点
と

に
掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

(43)三
河
港
姫
島
東
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
二
分
五
六
秒
東
経
一

(1)
三
七
度
一
五
分
一
二
秒
）
か
ら
二
八
六
度
四
五
分
四
、
四
三
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

三
河
港
姫
島
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
八
〇
度
三
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル

(2)
の
地
点

立
馬
埼
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
九
分
三
八
秒
東
経
一
三
七
度
四
分
一

(3)
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二
秒
）
か
ら
三
二
四
度
一
、
四
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
一
七
九
度
三
〇
分
二
、
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(4)
点

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
一
九
七
度
三
〇
分
一
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(5)
点

立
馬
埼
灯
台
か
ら
三
二
六
度
一
五
分
二
、
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(6)

名
古
屋
港
高
潮
防
波
堤
中
央
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
五
度
三
四
秒
東
経

(7)
一
三
六
度
四
八
分
六
秒
）
か
ら
二
二
六
度
三
〇
分
四
、
三
四
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

伊
勢
湾
灯
標
（
北
緯
三
四
度
五
六
分
一
六
秒
東
経
一
三
六
度
四
七
分

(8)
三
三
秒
）
か
ら
三
三
七
度
一
五
分
三
、
五
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

伊
勢
湾
灯
標
か
ら
三
一
一
度
一
五
分
一
、
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(9)

伊
勢
湾
灯
標
か
ら
三
三
九
度
四
五
分
二
、
四
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(10)

伊
勢
湾
灯
標
か
ら
三
五
八
度
四
五
分
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(11)

伊
勢
湾
灯
標
か
ら
二
二
六
度
四
五
分
二
、
二
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(12)

野
間
埼
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
五
分
二
八
秒
東
経
一
三
六
度
五
〇
分

(13)
四
〇
秒
）
か
ら
三
〇
三
度
四
五
分
七
、
六
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

内
海
港
第
四
号
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
四
分
一
六
秒
東
経
一

(14)
三
六
度
五
一
分
二
九
秒
）
か
ら
一
八
七
度
四
五
分
七
、
二
七
〇
メ
ー
ト

ル
の
地
点

伊
良
湖
岬
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
四
分
四
六
秒
東
経
一
三
七
度
五
八

(15)
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秒
）
か
ら
二
九
五
度
一
五
分
四
、
九
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

篠
島
港
西
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
四
二
秒
東
経
一
三
六

(16)
度
五
九
分
五
五
秒
）
か
ら
二
三
〇
度
四
五
分
三
、
五
七
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点師

崎
港
南
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
一
分
五
二
秒
東
経
一
三
六

(17)
度
五
八
分
二
九
秒
）
か
ら
一
二
六
度
四
五
分
六
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

大
井
港
口
灯
標
（
北
緯
三
四
度
四
三
分
二
五
秒
東
経
一
三
六
度
五
八

(18)
分
一
八
秒
）
か
ら
一
一
二
度
四
五
分
八
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

衣
浦
港
東
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
九
分
七
秒
東
経
一
三
六

(19)
度
五
六
分
三
六
秒
）
か
ら
一
八
六
度
三
〇
分
一
、
五
八
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点衣

浦
港
東
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
六
〇
度
一
、
六
七
〇
メ
ー
ト
ル
の

(20)
地
点大

井
港
口
灯
標
か
ら
七
五
度
四
五
分
一
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(21)

羽
島
灯
標
（
北
緯
三
四
度
四
一
分
三
四
秒
東
経
一
三
六
度
五
八
分
二

(22)
三
秒
）
か
ら
一
一
九
度
三
〇
分
一
、
三
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
二
六
九
度
二
、
九
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(23)

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
二
二
一
度
四
五
分
四
、
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(24)
点

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
二
二
二
度
四
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(25)

尾
張
野
島
灯
台
か
ら
二
一
二
度
四
、
五
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(26)
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尾
張
野
島
灯
台
か
ら
二
一
五
度
三
〇
分
五
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(27)
点

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
二
九
三
度
四
、
〇
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(28)

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
二
七
二
度
三
〇
分
二
、
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

(29)
点

伊
良
湖
岬
灯
台
か
ら
一
七
一
度
二
、
六
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(30)

神
島
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
二
分
五
五
秒
東
経
一
三
六
度
五
九
分
一

(31)
一
秒
）
か
ら
九
一
度
二
、
三
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

神
島
灯
台
か
ら
三
五
〇
度
二
、
六
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(32)

神
島
港
北
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
二
分
五
九
秒
東
経
一
三
六

(33)
度
五
八
分
三
四
秒
）
か
ら
三
四
六
度
四
五
分
三
、
七
九
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点内

海
港
第
四
号
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
九
七
度
三
〇
分
八
、
二
二
〇
メ

(34)
ー
ト
ル
の
地
点

松
阪
港
東
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
六
分
五
九
秒
東
経
一
三
六

(35)
度
三
三
分
四
一
秒
）
か
ら
七
〇
度
四
五
分
四
、
一
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
松
阪
港
東
防
波
堤
灯
台
か
ら
六
〇
度
四
五
分
四
、
一
五
〇
メ
ー
ト
ル

(36)
の
地
点

内
海
港
第
四
号
防
波
堤
灯
台
か
ら
一
九
九
度
四
五
分
七
、
六
〇
〇
メ

(37)
ー
ト
ル
の
地
点
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野
間
埼
灯
台
か
ら
二
九
六
度
三
〇
分
八
、
六
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(38)

四
日
市
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
五
六
分
四
四
秒
東
経
一
三
六

(39)
度
三
九
分
四
七
秒
）
か
ら
九
九
度
三
〇
分
四
、
九
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
揖
斐
川
口
灯
台
（
北
緯
三
四
度
五
九
分
五
八
秒
東
経
一
三
六
度
四
三

(40)
分
一
一
秒
）
か
ら
一
七
三
度
三
〇
分
三
、
七
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

鬼
崎
港
北
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
五
四
分
一
七
秒
東
経
一
三
六

(41)
度
四
九
分
一
四
秒
）
か
ら
二
二
一
度
三
〇
分
八
、
四
八
〇
メ
ー
ト
ル
の

地
点伊

勢
湾
灯
標
か
ら
二
四
六
度
四
五
分
三
、
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(42)

名
古
屋
港
高
潮
防
波
堤
中
央
堤
西
灯
台
か
ら
二
二
五
度
三
〇
分
四
、

(43)
九
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

大
阪
湾
に
係
る
緊
急
確
保
航
路

次
に
掲
げ
る
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び

に
掲
げ
る
地
点
と

に

(1)

(39)

掲
げ
る
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

西
宮
防
波
堤
東
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
二
一
秒
東
経
一
三
五
度

(1)
二
一
分
三
五
秒
）
か
ら
二
二
八
度
一
五
分
二
、
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地

点
西
宮
防
波
堤
東
灯
台
か
ら
二
○
九
度
一
五
分
二
、
一
二
〇
メ
ー
ト
ル

(2)
の
地
点

堺
泉
北
大
和
川
南
防
波
堤
北
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
六
分
一
八
秒
東

(3)
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経
一
三
五
度
二
三
分
一
七
秒
）
か
ら
二
七
五
度
一
五
分
六
、
六
八
○
メ

ー
ト
ル
の
地
点

堺
泉
北
大
和
川
南
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
八
一
度
三
〇
分
四
、
九
五

(4)
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

堺
泉
北
大
和
川
南
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
七
八
度
一
五
分
五
、
○
六

(5)
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

堺
泉
北
大
和
川
南
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
七
四
度
一
五
分
四
、
八
二

(6)
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

堺
泉
北
大
和
川
南
防
波
堤
北
灯
台
か
ら
二
五
三
度
四
五
分
五
、
六
〇

(7)
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

堺
浜
寺
北
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
三
分
二
九
秒
東
経
一
三
五

(8)
度
二
四
分
三
四
秒
）
か
ら
二
七
〇
度
四
五
分
一
一
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
地
点

堺
浜
寺
北
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
七
一
度
四
五
分
八
、
二
二
〇
メ
ー
ト

(9)
ル
の
地
点

堺
浜
寺
北
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
六
六
度
四
五
分
八
、
四
二
〇
メ
ー
ト

(10)
ル
の
地
点

堺
浜
寺
北
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
六
七
度
三
○
分
一
一
、
九
六
〇
メ
ー

(11)
ト
ル
の
地
点

友
ヶ
島
灯
台
（
北
緯
三
四
度
一
六
分
五
一
秒
東
経
一
三
五
度
二
秒
）

(12)
か
ら
三
四
七
度
三
○
分
五
、
六
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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友
ヶ
島
灯
台
か
ら
二
二
〇
度
一
五
分
一
、
九
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(13)

生
石
鼻
灯
台
（
北
緯
三
四
度
一
六
分
三
秒
東
経
一
三
四
度
五
七
分
）

(14)
か
ら
九
〇
度
一
、
九
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

友
ヶ
島
灯
台
か
ら
三
三
六
度
三
○
分
六
、
六
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(15)

堺
浜
寺
北
防
波
堤
灯
台
か
ら
二
七
五
度
一
二
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の

(16)
地
点西

宮
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
四
〇
秒
東
経
一
三
五
度

(17)
一
八
分
四
八
秒
）
か
ら
一
九
〇
度
九
、
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
七
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
四
度
四
〇
分
八
秒
東
経
一
三
五

(18)
度
一
五
分
一
四
秒
）
か
ら
一
八
八
度
九
、
〇
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
磯
灯
標
（
北
緯
三
四
度
三
七
分
一
八
秒
東
経
一
三
五
度
三
分
五
五

(19)
秒
）
か
ら
一
六
五
度
四
五
分
五
、
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
磯
灯
標
か
ら
二
一
五
度
三
、
四
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(20)

江
埼
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
六
分
二
三
秒
東
経
一
三
四
度
五
九
分
三

(21)
六
秒
）
か
ら
四
六
度
一
、
六
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

江
埼
灯
台
か
ら
三
二
八
度
三
〇
分
一
、
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(22)

江
埼
灯
台
か
ら
三
二
八
度
三
〇
分
二
、
九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(23)

江
埼
灯
台
か
ら
三
一
度
三
、
一
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(24)

平
磯
灯
標
か
ら
二
一
五
度
一
、
九
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(25)

平
磯
灯
標
か
ら
一
五
三
度
三
〇
分
四
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(26)

神
戸
第
一
防
波
堤
西
灯
台
（
北
緯
三
四
度
三
九
分
一
一
秒
東
経
一
三

(27)
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五
度
一
一
分
二
五
秒
）
か
ら
一
八
九
度
六
、
三
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
一
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
九
一
度
四
、
五
六
〇
メ
ー
ト
ル
の

(28)
地
点神

戸
第
一
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
八
二
度
一
五
分
四
、
八
八
〇
メ
ー

(29)
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
一
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
八
二
度
三
〇
分
六
、
二
五
〇
メ
ー

(30)
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
七
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
九
一
度
一
五
分
七
、
七
五
〇
メ
ー

(31)
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
七
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
七
一
度
三
〇
分
七
、
二
八
〇
メ
ー

(32)
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
七
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
六
六
度
三
〇
分
四
、
七
〇
〇
メ
ー

(33)
ト
ル
の
地
点

神
戸
第
七
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
四
九
度
四
五
分
四
、
八
五
〇
メ
ー

(34)
ト
ル
の
地
点

西
宮
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
九
一
度
四
五
分
七
、
九
二
〇
メ
ー
ト
ル

(35)
の
地
点

西
宮
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
八
七
度
四
五
分
七
、
七
四
〇
メ
ー
ト
ル

(36)
の
地
点

西
宮
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
九
二
度
三
〇
分
四
、
七
八
〇
メ
ー
ト
ル

(37)
の
地
点
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西
宮
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
八
四
度
三
〇
分
四
、
四
八
〇
メ
ー
ト
ル

(38)
の
地
点

西
宮
防
波
堤
西
灯
台
か
ら
一
八
三
度
七
、
〇
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

(39)


